
平成２４年度町県民税申告は、   

２月１６日（木）から３月１５日（木）まで 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〰申告をする必要のある方〰  

平成２４年１月１日現在で岩舟町に住み、次のことに該当する方 

１．平成２３年中に営業・農業など事業を営んでいる方、不動産・保険金・個人年金・報酬・ 

  山林・譲渡などの所得があった方（内職も含む） 

２．給与所得者のうち次の方 

・勤務先の事業所等から「給与支払報告書」が役場に提出されていない方 

・給与のほかに営業、農業、年金等の所得がある方 

・年末調整をしていない方（途中退職など） 

・２か所以上から給与を受けている方 

３．年金所得者のうち次の方 

・日本年金機構等に扶養親族として申告をしていない配偶者・扶養親族の扶養控除を受ける場合 

・現金払・口座振替払の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の社会保険料 

 控除を受ける場合（年金天引き分については、申告の有無に関係なく天引きされたご本人のみの控除となります）

※営業、農業等の収入がある方は、多少にかかわらず必ず申告をしてください。 

 （町県民税の場合、２０万以下の副収入についても申告が必要です） 

※所得税の確定申告をされる方は、町県民税の申告は必要ありません。 

〰申告のとき持参するもの〰 

１． 印鑑（新規に所得税を口座振替納付される方は金融機関お届け印） 

２． 平成２３年中の収入と経費が明らかにできる書類（家計費は含まない） 

・給与・年金等の源泉徴収票、報酬・不動産等の支払調書、受取保険金・個人年金の明細書、

 発注者からの支払伝票、経費の領収書、帳簿など 

３．所得から控除対象になる書類 

・平成２３年中にあなたが支払った（健康保険、雇用保険、厚生年金保険、国民年金、農業者

年金、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、生命保険料、個人年金保険料、

地震保険料〔旧長期損害保険料を含む〕などの）支払証明書または領収書、障害者手帳 

注：現金払・口座振替払の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、 

町発行の所得申告参考資料をご持参ください。 

・医療費控除をする方は、平成 2３年中の領収書と医療費補てん額のわかる書類 

４．申告者本人名義の預貯金の口座番号がわかるもの（確定申告で所得税の還付金がある場合に必要です） 

５．所得税の確定申告書の用紙（税務署から郵送されている方のみ） 

※東日本大震災により被害を受けられ雑損控除をする方は、事前に電話でご相談ください。 

 

平成２３年中（平成２３年１月１日から平成２３年１２月３１日まで） 

の所得に対する町県民税（所得税含む）の申告をしていただく時期に 

なりました。申告受付の日時は日程表のとおりです。対象となる方は 

必ず申告をしてください。 

 また、申告についてのご相談、お問合せは、できる限り申告受付 

期間の前にお願いいたします。 



 

※ 町県民税申告用紙は送付しませんので、必要書類をご持参のうえ申告してください。 

※ 待ち時間短縮のため、医療費控除をされる方や、営業・農業所得など収支計算による申

告のある方は、必ず事前に計算を済ませてからお越しください。 

 

 

平成 2４年度 町県民税申告受付日程表 

◎ 申告会場は、「岩舟町役場 東庁舎 二階」です。 

期  日 受付時間 午前９：００～１１：００ 受付時間 午後１：００～３：３０ 

2．１６ 木 五十畑・中ノ島 鶴巻・和泉日立 

 １７ 金 和泉第一 和泉第二・和泉第三 

２０ 月 静和駅前一 古橋北・古橋南 

２１ 火 静和駅前第二・静和駅前第三 林中原・赤羽根・学校前 

２２ 水 赤塚・岸内・三ツ谷 鯉ヶ島・芝宮 

２３ 木 水掛・いすゞ・三八五 曲新田・向・本郷・上サ 

２４ 金 五斗内・新区 鷲巣・山ノ腰西・山ノ腰東 

  ２７ 月 馬宿東 馬宿西・宿下東 

２８ 火 宿下中・宿下東六反 
宿下西・宿上東・宿上西・茂呂本郷東・

茂呂本郷西 

２９ 水 茂呂新田・茂呂東坪 中久保・御門・茂呂八郎士・栄町 

３． １ 木 羽抜新田・羽抜社口・羽抜本郷 下津原新田上 

２ 金 下津原宿・下津原新田下 下津原法花・下津原中央一・下津原中央

５ 月 下津原原・下津原手洗窪 下津原上・畳岡宿坪 

 ６ 火 畳岡本明・畳岡宮前 新里宿・新里北中妻 

 ７ 水 新里荒屋敷 古江第一・古江第二・古江第三 

８ 木 三谷中・三谷西 三谷東・下岡・上岡 

９ 金 西根南・西根北 小名路 

１２ 月 森清・堀ノ内 西耕地・石橋・上耕地 

１３ 火 中妻・田代 山中・羽田 

１４ 水 町内全域 町内全域 

１５ 木 町内全域 町内全域 

※上記の指定期日に都合の悪い方や、申告について不明な点がある場合は、事前に 

岩舟町役場 税務課 町民税担当までお問い合わせください。 

 

     お問合せ先 岩舟町役場 税務課 町民税担当 電話 ５５－７７５７ 


